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第1章 環境影響評価方法書の公告及び縦覧等 

1 環境影響評価方法書の公告及び縦覧  

「環境影響評価法」第 7 条の規定に基づき、環境影響評価方法書（以下「方法書」という。）

についての環境の保全の見地からの意見を求めるため、方法書を作成した旨及びその他事項を

公告し、方法書及びこれを要約した書類（要約書）を公告の日から起算して 1 月間縦覧に供す

るとともに、インターネットの利用により公表した。 

 
（1）公告の日 

令和 7年 11 月 13 日（木） 

 

（2）公告の方法 

令和 7年 11 月 13 日（木）付けの官報に「公告」を掲載した。（別紙－1参照） 

・ 官報  （号外第 250 号 87 ページ） 

上記の公告に加え、令和 7 年 11 月 13 日（木）から当社ウェブサイトに「お知らせ」を掲

載した。（別紙－2参照） 

また、令和 7 年 11 月 17 日発行の九重町の広報誌「広報ここのえ 11 月号」に縦覧及び説

明会に関するお知らせを掲載（別紙－3参照）するとともに「九重町LINE公式アカウント」

を利用して周知（別紙－4参照）した。 

 

（3）縦覧場所 

自治体庁舎・公共施設 3 か所、当社施設 1 か所の計 4 か所にて縦覧を実施したほか、イン

ターネットの利用による公表を行った。 

① 自治体庁舎・公共施設 

・ 大分県生活環境部（大分県大分市大手町 3 丁目 1番 1号） 

・ 九重町役場（大分県玖珠郡九重町大字後野上 8−1） 

・ 飯田公民館（大分県玖珠郡九重町大字田野 1624−123） 

 

② 当社施設 

・ 九電みらいエナジー株式会社 八丁原発電所展示館 

（大分県玖珠郡九重町大字湯坪 601） 

 

③ インターネットの利用による公表 

・ 当社ウェブサイトに方法書及び要約書を掲載（別紙－2 参照）するとともに、

大分県（別紙－5参照）及び九重町（別紙－6参照）のウェブサイトから方法書

等を閲覧可能とした。 
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（4）縦覧期間 

縦覧期間は、令和7年11月13日（木）から令和7年12月12日（金）まで、縦覧時間は、

第 1表のとおりである。 

 

第 1 表 方法書の縦覧場所及び縦覧時間 

縦 覧 場 所 縦 覧 時 間 

庁舎等 

大分県生活環境部 

午前 9時～午後 5時 

（土曜、日曜、祝日を除く） 九重町役場 

飯田公民館 

当社 

施設 

九電みらいエナジー㈱ 

八丁原発電所展示館 

午前 9時～午後 5時 

（休館日除く。） 

インターネットの利用による公表は、縦覧期間終了日の翌日から2週間後の令和7年12月

26 日（金）までとし、その期間中は常時アクセス可能な状態とした。 

 

（5）縦覧者数 

① 縦覧場所における縦覧者数 

縦覧場所における縦覧者数は、58名であった。 

 

② 方法書の内容を掲載した当社ウェブページへのアクセス数 

方法書及び要約書を掲載した当社ウェブページへのアクセス数は、598 件であった。 

 

2 環境影響評価方法書についての説明会の開催 

「環境影響評価法」第7条の2の規定に基づき、方法書の記載事項を周知するための説明会を

開催した。 

なお、説明会の開催の公告は、方法書を作成した旨及びその他事項の公告と同時に行った。 
説明会の開催日時、開催場所及び来場者数は、第 2 表のとおりである。 

 

第 2 表 説明会の開催日時、開催場所及び来場者数 

開 催 日 時 開 催 場 所 来場者数 

令和 7年 11 月 27 日（木） 

19:00～20:17 

九重町基幹集落センター 

（大分県玖珠郡九重町湯坪 270） 
10 名 
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3 環境影響評価方法書についての意見の把握 

「環境影響評価法」第 8 条第 1 項の規定に基づき、環境の保全の見地からの意見を有する

者の意見書の提出を受け付けた。 

（1）意見書の提出期間 

提出期間は、令和 7年 11月 13 日（木）から令和 7年 12月 26 日（金）までとした。 

（縦覧期間及びその後 2週間とした。） 

 

（2）意見書の提出方法 

環境の保全の見地からの意見について、次の方法により受け付けた。 

・当社への郵送による書面の提出 

・縦覧場所に備付けた意見書箱への投函による書面の提出 

 

（3）意見書の提出状況 

   提出された意見書の総数は 2通（意見の総数：5件）であった。 
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（別紙－1） 
官報に掲載した公告内容 

 

・官報（令和 7年 11 月 13 日（木） 号外第 250 号 87 ページ） 
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（別紙－2） 

当社ウェブサイトに掲載した「お知らせ」の内容（1/2） 
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当社ウェブサイトに掲載した「お知らせ」の内容（2/2） 
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（別紙－3） 

広報ここのえ 11 月号に掲載したお知らせの内容 

 

  



 

8 

 

（別紙－4） 

「九重町 LINE 公式アカウント」を利用した周知 

 

・縦覧及び説明会の案内（11月 13 日）     ・説明会の案内（11月 26 日） 
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（別紙－5） 

大分県ウェブサイト 
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（別紙－6） 

九重町ウェブサイト 
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第2章 方法書について提出された環境の保全の見地からの一般の意見の概要とこれに対する事

業者の見解 

「環境影響評価法」第 8 条第 1 項の規定に基づいて、事業者に対して意見書の提出によ

り述べられた環境の保全の見地からの一般の意見は、2通 5件であった。 

「環境影響評価法」第 9 条及び「電気事業法」第 46 条の 6 第 1 項の規定に基づく、方

法書についての一般の意見の概要及びこれに対する事業者の見解は、第 3 表のとおりであ

る。なお、一般の意見の概要については原文のまま記載した。 

 
第3表（1） 方法書について提出された意見の概要及び事業者の見解 

１通目（大分県玖珠郡九重町） 
No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

1 私の集落には集落で維持管理している温

泉源（京都大学噴気利用組合）がありま

す。新たな発電事業が開始することで、泉

源が涸かつしないか心配です 

発電事業に反対するものではありません

が、継続的なモニタリング及びもし噴気に

影響があった場合は泉源維持のためのご支

援をいただけるとありがたいです 

本事業の地熱流体の採取・熱水の還元に

よる影響のおそれがある範囲の温泉（ご指

摘の温泉源を含む 3 地点）については、主

成分・湧出量等を調査し、地熱流体の採

取・熱水の還元による既存温泉への影響を

予測・評価いたします。 

今後、建設・運転の段階においてもモニ

タリングを継続し、万が一温泉の噴気等に

大きな変化が発生した場合には、原因究明

に努めます。この結果、当社の発電所運転

によるものと判断された場合は誠意をもっ

て対応いたします。 
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第3表（2） 方法書について提出された意見の概要及び事業者の見解 
２通目（福島県福島市） 
No. 一般の意見の概要 事業者の見解 
2 自然災害を誘発する恐れがあり、国立公

園の趣旨に反することから本事業の撤回を

求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事業は、第７次エネルギー基本計画や

大分県新エネルギービジョン等に沿ったも

のであり、地熱資源を活用して、脱炭素と

電力の安定供給、国内エネルギー自給率の

向上に資するものです。 
当社は、自然公園法の趣旨を十分踏まえ

つつ、安全性と環境保全に最大限配慮のう

え本事業を実施します。 
 

3 ■ 誘発地震 

2017年11月に起きた浦項地震（M5.4）に

ついて 1)、韓国の政府調査研究団は「浦項

地熱発電研究活動中に地熱井を掘削し水を

注入・排出する過程で、断層において微小

地震が誘発（誘発地震）され、時間の経過

により結果的に浦項地震が触発された」と

結論しました 2)。本事業でも高圧注水によ

り同様の事象が発生することが懸念されま

す。また、水圧破砕法（フラッキング）が

地震を誘発することは広く認められていま

す。質問します。本事業で水圧破砕法(フラ

ッキング)を用いた掘削を行いますか。 

 

1)「地震の原因は”地熱発電”政府に巨額

賠償を命じる判決 韓国」日テレ NEWS 

2023.11.17 

https://youtu.be/FEv8kuCz6lw?si=asmZ1_y

eK6R0QMcl 

 

2)「地熱発電の注入水が断層を刺激...2 本

目の地熱井、浦項地震の引き金」ハンギョ

レ新聞 

2019.3.20 

https://japan.hani.co.kr/arti/politic

s/33062.html 

 

 

フラッキング手法とは、井戸を掘った後

に高圧水や砂を注入して岩盤に人工的な亀

裂を形成させる技術で、海外のシェールガ

ス開発等では一般的となっており、誘発地

震の懸念があると言われております。 

事例として挙げていただいております韓

国の浦項地熱発電実証研究活動中の地熱井

掘削作業についてはフラッキング手法を地

熱開発に応用したもので、地下岩盤に天然

の割れ目が少なく透水性が低い地域の地熱

井に高圧水を注入して人工的に岩盤の割れ

目（フラクチャー）を拡大させたことで微

小地震が発生し、その蓄積で2017年11月に

大きな地震が誘発されたとされています。 

本事業では天然の割れ目が多く透水性の

高い地層を対象として掘削するので、水圧

破砕法（フラッキング）は用いません。 
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No. 一般の意見の概要 事業者の見解 

4 ■ 水蒸気爆発 

2010年10月、鬼首地熱発電所で水蒸気爆

発が起きました 3)。還元域は高温高圧では

ないのでしょうか。高温高圧の場所に高圧

注水すれば、新たな亀裂が生じたり、亀裂

同士が繋がったりして地表に達する可能性

があると考えます。また、地下の熱源の移

動により、還元域付近がさらに高温高圧に

なる可能性もあると考えます。これらの可

能性を否定できるほど地下の状態は明らか

になっているのでしょうか。掘ってみない

と分からないこと、掘ってみても分からな

いことが多分に残されているのではないで

しょうか。 

 

3)鬼首地熱発電所 噴気災害の発生原因と今

後の安全対策の報告について 

https://www.jpower.co.jp/oshirase/pdf/o

shirase110128-2.pdf 

 

 

2010年10月の鬼首地熱発電所の噴気事象

は、自然噴気地帯の中に位置し地下浅部で

高温になる鬼首特有の地質条件の下で、長

期間にかけて地下浅部に熱水・蒸気・ガス

の「高圧溜り」が形成され、地表へのリー

クの発生の後、急激な減圧沸騰が発生し、

爆発的な蒸気噴出となったものと推測され

ています。 

本事業の開発予定地の地下浅部には噴出

の要因となりうる高圧溜りは存在しない地

質条件であり、同様の事象が発生する可能

性は低いと言えます。 

本事業では、地下から取り出した二相流

体を蒸気と熱水に分離し、発電に使用しな

い温度が下がった熱水を加圧せずに還元す

る方式を採用する予定であり、高圧注水す

るものではありません。 

また、還元井の注入領域は、地下深部の

地熱貯留層内にあります。この地熱貯留層

は、キャップロック（水やガスを通しにく

い岩石状の地層）にて浅部の帯水層および

温泉帯水層とは分断されていることを調査

井掘削および噴気試験を通じて確認してい

ます。 

これらのことから、熱水還元によって、

新たな亀裂の発生や亀裂同士が繋がり水蒸

気爆発を引き超す恐れはないと考えます

が、引き続き安全に留意しながら事業を進

めてまいります。 
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No. 一般の意見の概要 事業者の見解 
5 ■ 阿蘇くじゅう国立公園の第三種特別地域 

対象事業実施区域は阿蘇くじゅう国立公

園の第三種特別地域に隣接しています［方

法書 第 3.2-14(1),(2)図］。特別地域とは

「優れた風致景観を有する陸域」です。 

 

第 2.2-1において、生産井2本、還元井1

本、いずれも調査井を転用するとあります

が、従来の例から判断して補充井を 3 年程

度の間隔で掘削するものと推断します。方

法書には掘削域が示されていませんが、斜

行掘削により対象事業実施区域の外側の広

い範囲の地下が掘削され、国立公園の特別

地域の地下にまで及ぶのではないかと危惧

します。依然として源泉の枯渇や地獄の乾

燥化が危惧されます。地下の水象の変化は

時間をかけて地表の植生や生態系に変化を

及ぼすと考えます。 

 

自然公園法から引用します。 

 

（目的）第 1条 この法律は、優れた自然の

風景地を保護するとともに、その利用の増

進を図ることにより、国民の保護、休養及

び教化に資するとともに、生物の多様性の

確保に寄与することを目的とする。 

 

本事業は国立公園の目的に反しますし、

持続可能なものでもありません。 

なお、準備書では想定している生産域(地

下における生産井の及ぶ範囲)及び還元域

(地下における還元井の及ぶ範囲)を地形図

上に示してください。 

 

以上 

 

 
本事業での生産・還元井の開発にあたっ

ては、環境省と十分な調整のうえ、普通地

域内での掘削を実施しています。将来、補

充井を掘削する必要が生じた場合（特別地

域内を含む）は関係法令を遵守するととも

に、環境保全に努めます。 
生産・還元域の地下構造に関する情報に

ついては、当社の技術・ノウハウが含まれ

ていることから、公表は控えさせていただ

きます。 
 

 
 


